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１．計画策定の背景・趣旨 

 児童虐待は、こどもの人権を著しく侵害するもので、決して許されるものではなく、こども

の心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えるとともに、将来世代の育成にも懸念を及ぼ

すもので、時に命を奪う悲惨な事件につながることがあります。核家族化や少子高齢化、地域

のつながりの希薄化などの変化に伴い、依然として、こども、その保護者、家族を取り巻く環

境は厳しいものになっています。 

国は平成１２年に「児童虐待の防止に関する法律」を制定し、平成１６年には、市町村を虐

待通告先に加え、平成２０年には「要保護児童対策地域協議会」の設置促進、平成２８年には

「子育て世代包括支援センター」の設置、令和４年には子育て世代に対する包括的な支援のた

めの体制強化を講じるために「こども家庭センター」の設置などの児童福祉法等の一部が改正

され、こどもの権利を社会全体で守ることを明確にしてきました。 

こうした中、小牧市においては、子育て世代包括支援センターを平成３０年９月に開設し、

令和２年度からこども家庭総合支援拠点の機能を一体的に運営し、ワンストップサポート体制

を構築しています。令和５年度より母子保健機能と児童福祉機能による一体的支援のために、

両機能の実務面の業務マネジメントを行う統括支援員を配置するなど機能を一部強化し、「子

育て世代包括支援センター」の名称を継続しながらこども家庭センターの機能を果たしており

ます。 

今後も児童、市民に最も身近な相談窓口として、児童虐待の未然防止や早期発見、早期対応

に努めるとともに、虐待の初期対応からの在宅支援まで、一貫した支援を行うための指針とし

て、この計画を策定します。 

 
 
 

 
 
 

計画の基本的な考え方 第１章 
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２．計画の位置づけ 

 「小牧市児童虐待対策基本計画」は、小牧市地域こども子育て条例第１３条による虐待等へ

の取組や上位計画である「小牧市まちづくり推進計画」、「小牧市こども計画」との整合性を

図りながら、児童虐待対策において具体的に施策を推進するために策定します。 

 なお、国際目標のＳＤＧｓの１７目標は、「小牧市児童虐待対策基本計画」で位置づけられ

る施策の目標と同じ方向であることから、ＳＤＧｓの要素を反映して策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

ＳＤＧｓとは 

 ２０１５年９月の国連サミットで採択された「持続可能な開発目標（ Sustainable 

Development Goals：SDGs」は経済・社会・環境の三側面の取組により、「地球上の誰一人取り

残さない」ことをスローガンに、２０３０年を期限とした１７のゴール（意欲目標）と１６９

のターゲット（行動目標）、２３２の指標を設定し、先進国も途上国も目指すべき国際社会共

通の目標です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

小牧市まちづくり推進計画 第２次基本計画 

小牧市こども計画 

小牧市児童虐待対策基本計画 

小牧市地域こども子育て条例 

持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の詳細 
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３．計画の期間 

 この計画は、令和８（２０２６）年度を初年度とし、令和１１（２０２９）年度までの４年

間を計画期間とします。 

 なお、計画期間終了後は、本計画の内容を上位計画である「小牧市こども計画」と一体的に

策定し、継続的に進捗・管理するものとします。 

 

４．関連法令等 

・「児童福祉法」 

・「児童虐待の防止等に関する法律」（以下「児童虐待防止法」という。） 

・「学校設置者等及び民間保育事業者等による児童対象性暴力等の防止のための措置に関する

法律」（以下「こども性暴力防止法」という。） 

 

５．計画の策定方法 

 児童虐待対策には、関係機関が情報や考え方を共有し、適切な連携の下で対応していくこと

が重要であり、関係機関の円滑な連携・協力を確保するためには、責任体制の明確化、個人情

報保護の要請及び関係機関における情報共有関係の明確化が必要となります。このため、この

計画の策定に当たっては、児童虐待対策に関係がある児童福祉機関、保健医療機関、教育機関、

警察、弁護士会の代表者で構成される「小牧市要保護児童対策地域協議会」で内容の検討をし

ています。 

 

６．計画で扱う「虐待」と関連する「暴力」について 

この計画における「虐待」とは、主に児童虐待防止法第二条に掲げる児童虐待を示しており、

その中身には身体的虐待だけでなく、性的虐待、ネグレクト（養育の放棄・怠慢）、心理的虐

待などが含まれます。 

児童虐待とＤＶは、家庭内という密室に

おける立場の弱い者に対する暴力であり、

相互に関連する部分があります。この計画

は、児童虐待とその背景にあるＤＶも含め

たあらゆる暴力の根絶に向けた取組の一環

となるものです。 

 

 

 

あらゆる暴力 

児童虐待 ＤＶ 
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１．児童虐待・家庭児童相談の状況 

（１）小牧市の状況 

①家庭児童相談対応件数の推移 

令和６年度に対応した家庭児童相談は 217件です。 

内訳は、養護が 13件（6.0％）、保健が 1件（0.5％）、障害が 41件（18.9％）、非行が 3

件（1.4％）、育成が 43 件（19.8％）、その他が 116 件（53.4％）となっています。「その

他」としては、経済上の問題、生活の問題、家庭や学校でのトラブル、夫婦間のトラブル、

関係機関との調整など様々です。「育成」は、しつけや不登校に関する相談がありますが、

不登校に関する相談が多くを占めています。 
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児童虐待に関する現状と課題 第２章 
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【グラフ２】虐待の内容（新規）

身体的虐待 性的虐待 心理的虐待 保護の怠慢・拒否

（ネグレクト）

239

329
287 302

383

②小牧市要保護児童対策地域協議会実務者会における虐待内容の年次推移 

虐待内容では、令和６年度に対応した総数は 778件です。【グラフ１】 

内訳は、身体的虐待が 236 件（30.3％）、性的虐待が 44 件（5.7％）、心理的虐待が 372

件（47.8％）、ネグレクトが 126件（16.2％）となっています。 

また、新規に対応したケースは 383件です。【グラフ２】 

内訳は、身体的虐待が 107 件（28.0％）、性的虐待が 15 件（3.9％）、心理的虐待が 210

件（54.8％）、ネグレクトが 51件（13.3％）となっています。 

面前ＤＶによる心理的虐待が最も多く、次に身体的虐待が多くなっています。通報件数は

増加傾向にあり、児童虐待に対する社会的な関心の高まりや、通報制度の周知が進んだこと

によるものと考えられます。 

※面前ＤＶとは、こどもの目の前での配偶者やパートナーに対する暴言・暴力（ＤＶ）を

目撃したり、耳にする状況のことです。 
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【グラフ４】年齢別割合の推移（新規）

就学前 小学生 中学生 高校生・その他

 

③小牧市要保護児童対策地域協議会実務者会における被虐待児童の年齢別割合の推移 

年齢層別では、令和６年度に対応した総数は、1,000件です。【グラフ３】 

就学前が 503件（50.3％）、小学生が 349件（34.9％）、中学生が 99件（9.9％）、高校生・

その他が 49件（4.9％）と就学前、小学生の割合が高くなっています。 

また、新規に対応したケースは、430件です。【グラフ４】 

就学前が 197件（45.8％）、小学生が 163件（37.9％）、中学生が 42件（9.8％）、高校生・

その他が 28件（6.5％）と総数同様高くなっています。【グラフ４】 

 

※【グラフ３】、【グラフ４】については、身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、ネグレ

クトのほかに養護、保護、障害、非行、育成等が含まれた数字となります。 
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（２）愛知県の状況＜「愛知県 2024 年度児童相談センター相談実績の概要及び児童虐待防止に関する取組の実施状況について」より＞ 

①児童虐待相談対応件数の推移 

 名古屋市を含めた県全体における児童虐待相談対応件数は、10,660 件（愛知県 7,289 件、

名古屋市 3,371 件）となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

②虐待内容の年次推移 

 こどもに対する暴言や、ＤＶをこどもに見せることなどにより心理的外傷を与える「心理

的虐待」が 4,572 件（62.7％）と最も多く、以下、暴行を加える「身体的虐待」が 1,890 件

（25.9％）、保護者の怠慢や育児放棄などの「ネグレクト」が 736 件（10.1％）の順となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童虐待相談対応件数（愛知県全体） 
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③被虐待児童の年齢別割合の推移 

 年齢層別では、「３歳以上就学前」が 1,597 件（21.9％）、「３歳未満」が 1,201 

件（16.5％）と、被虐待児童の 38.4％が就学前の児童となっています。 
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２．第１期計画に掲げる指標の進捗状況 

「小牧市児童虐待対策基本計画」（令和３年度～令和７年度）の基本目標に対する実施状況

について評価を行いました。 

基本目標１の事業である「妊婦・産婦、新生児・乳児訪問」については、育児不安等の理由

に対し、複数回の訪問、面談等を実施し支援を行ったため増加したものと考えられます。 

基本目標３の事業である「利用者支援事業」については、子育て世代包括支援センターが気軽

相談できる窓口として認知され、相談件数が増加したと考えられます。 

基本目標 取組内容 活動指標（参考指標） 
Ｒ２年度 Ｒ６年度 評

価 

Ｒ７年度 

基準値 実績値 目指す方向 

１  

地域子育

て支援拠

点事業 

子育て世代包括支援セ

ンター、児童館の子育

て支援室による相談を

実施する。 

来所人数 

47,506 人 

相談件数 

951 件 

来所人数 

106,440 人 

相談件数 

1,527 件 
☀ 

 

妊婦・産

婦、新生

児・乳児

訪問 

育児不安等の理由によ

り、専門的支援が必要

な保護者に対し、助産

師による家庭訪問を行

う。 
※2 回目以降の養育相談の数

値 

訪問件数 

432 件 

訪問件数 

1,041 件 ☀ 
 

アニバー

サリー事

業 

子育て世代包括支援セ

ンター又は各児童館と

保護者が共に 1 歳の誕

生日を祝い育児相談を

実施する。 

実施率 

83.7％ 

実施率 

83.7％ 
    

 

 

 

２  子育て世

代包括支

援センタ

ーの機能

強化 

子育て世代包括支援セ

ンターによる家庭・児

童への包括的相談支援

体制の充実 

※増加する虐待相談等 

 への対応体制充実 

 令和２年度相談員配

置の拡充（継続） 

ひとり親相談 

母子父子自立支援      

1 名→2 名 

 児童虐待支援員    

0 名→2 名 

 
家庭児童相談

件数 

566 件 

 
ひとり親家庭

相談件数 

965 件 

 
家庭児童相談

件数 

217 件 

 
ひとり親家庭

相談件数 

   726 件 

   
 

 

３ 

利用者支

援事業 

妊婦・産婦、子ども及

び保護者等の選択に基

づき、子育て支援サー

ビスが円滑に利用でき

るよう必要な支援を行

う。 

相談件数 

1,305 件 

 

相談件数 

2,080 件 

 
☀ 

 

 児童虐待の 

未然防止の 

ための取組 

の推進 

 早期発見・ 

 早期支援の 

 推進 

 相談体制、 

専門的支援 

の充実 
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４  

他関係機

関との連

携強化 

小牧市要保護児童対策

地域協議会関係機関と

の情報提供・連携を実

施し、こども家庭総合

支援拠点の支援体制を

強化する。 

実務者会対応

件数 

1,473 件 

実務者会対応

件数 

 1,000 件 
☀ 

 

計画の進

捗管理 

小牧市要保護児童対策

地域協議会の適正運営

に基づく基本計画の進

捗管理 

協議会 

年 1 回 

 

実務者会 

年 12 回 

協議会 

年 1 回 

 

実務者会 

年 12 回 

― 
基本計画見直

し 

 

※評価記号の凡例 

☀目標を達成  

  目標を達成できていないが一定程度の進展はあった  

   未着手または未達成な部分が多く見直し等が必要  

－評価不能 

  

 推進体制の 

 強化 
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１．基本理念 

 本計画においては、児童虐待対策施策を推進するにあたり、次のとおり基本理念を掲げます。 

 

 

 

 市民一人ひとりが尊重され、安全で安心して暮らすことのできる社会の実現は、すべての人

の願いであり、社会全体の責務でもあります。児童虐待を含むすべての暴力は、決して許され

ない人権侵害であり、被害者の心と体に大きな傷を残すばかりか、尊い生命をも奪う重大な犯

罪になりかねない行為です。 

 今後、児童虐待やＤＶなどの「暴力を許さない社会の実現」を行政課題の一つとして掲げ、

取組を強化していくために、この計画では「暴力を許さない社会の実現」を基本理念とします。 

 

２．基本目標 

基本目標 児童虐待の未然防止・再発防止のための取組の推進  

  
 
 
 

児童虐待はたとえしつけ
．．．

といえども暴力やこどもの心を傷つける暴言などをともなう場合は、

こどもの人権侵害となるものです。しかし、児童虐待は家族間や家庭内などの限られた閉鎖的

な環境で起きることが多く、虐待と関連したＤＶと同様に被害が潜在化・深刻化しやすい傾向

にあります。 

 児童虐待の未然防止に向けては、市民一人ひとりが正しい理解を深め、暴力を許さない社会

を築いていくことが必要です。児童虐待やＤＶをはじめとした身近な暴力の被害の実態や児童

への深刻な影響についての周知･啓発を進め、市民の理解をさらに深めることで、児童虐待の発

生の防止を図ります。 

  

計画の基本理念と施策の体系 第３章 

すべての市民の人権が尊重され、 

いかなる児童虐待・暴力を許さない社会の実現 

１ 
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基本目標    早期発見・早期支援の推進 

  
 
 
 

市では、児童虐待の予防や早期発見による被害の深刻化防止のため、児童虐待に対する取組

を強化しており、相談窓口の充実を図っていますが、その認知度を高めるため、被害者にとっ

ての身近な相談窓口のさらなる周知が必要です。また、児童虐待の未然防止に向け、家庭環境

や経済的な問題、子育ての悩みなどを抱え込む前に相談できる窓口の必要性も高まっています。 

 悩みや不安・負担感が蓄積される前に、身近な場所で相談できる窓口の充実・周知を徹底す

るとともに、被害者・加害者の置かれている状況や背景を理解しながら適切な対応ができるよ

う、関係機関のネットワーク化を進めていきます。 

 

基本目標    相談体制、専門的支援の充実 

  
 
 
 

児童虐待の支援においては、通告の受理、児童虐待の発見から支援の終結まで、幅広い専門

的な視点が必要です。多職種の専門職が協働して、それぞれの専門性を発揮することにより、

多様化・複雑化している支援ニーズに対して、的確なアセスメントに基づく一貫性・継続性の

ある支援を提供していきます。 

 また、児童家庭支援分野に精通する職員の育成と確保に向けた中・長期的な視野に立った取

組をします。 

 

基本目標    推進体制の強化  

  
 
 
 

児童虐待やそれに関連したＤＶは生命の危機にさらされることもある重大な課題です。暴力

を許さない社会の実現に向け、計画の着実な推進が重要であることから、関係機関との連携を

強化するほか、進捗管理を徹底し、必要に応じてより効果的な施策のあり方の検証・見直しを

行っていきます。 

  

２ 

３ 

４ 
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児童虐待の未然防止・再発防止

のための取組の推進

児童虐待防止のための意識啓発

児童虐待の未然防止・再発防止

早期発見・早期支援の推進

早期発見・早期対応のための

体制整備

子育て世代包括支援センターの

機能強化

被害者の緊急時等の安全確保

・一時保護に向けての

関係機関との連携

相談体制、専門的支援の充実

相談支援体制の充実

こどもに対する支援

人材育成の推進

推進体制の強化

他関係機関との連携強化

計画の進捗管理

３．施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基本目標】 

４ 

２ 

す
べ
て
の
市
民
の
人
権
が
尊
重
さ
れ
、 

い
か
な
る
児
童
虐
待
・
暴
力
を
許
さ
な
い
社
会
の
実
現 

【基本理念】 

３ 

１ 

【施策の方向】 

１ 

２ 

１ 

１ 

２ 

３ 

３ 

２ 

１ 

２ 
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１オレンジリボンキャンペーン事業 ２児童生徒への教育、啓発、周知 ３保護者への啓発

４安心相談窓口の周知

５ こまき妊娠ＳＯＳ ６ 親子健康手帳交付時における面接 ７ すくすく子育て応援事業

８ 乳児家庭全戸訪問 ９ 産後ケア事業 10 一時預かり事業 11 1stアニバーサリー事業

12 親子関係形成支援事業 13 子育て世帯訪問支援事業 14 子育て短期支援事業（ショートステイ事業）

15 地域子育て支援拠点事業 16 移動子育て支援事業 17 子育て自主サークルへの事業支援

18 乳幼児健診 19 未受診家庭への受診勧奨 20 居住実態が把握できない児童の調査

21 保育所、児童クラブ等における未然防止 22 児童生徒の心のケアの実施 23 「家庭教育のつどい」の開催

24 広報・ホームページによる窓口紹介 25 虐待通告窓口の周知 26 要保護児童対策地域協議会の充実

27 医療機関等の連携

28 こども家庭センターの運営 29 家庭児童相談事業 30 ヤングケアラー相談

31 ひとり親家庭相談員による相談・情報提供機能の充実

32 一時保護における関係機関との連携 33 児童虐待対応機関における連携体制の強化

34 警察との連携

35 スクールソーシャルワーカーによる相談事業 36 法律相談 37 外国人に対する相談・支援

38 障がい児相談支援 39 利用者支援事業 40養育支援訪問

41 保育所、認定こども園等における支援 42 要支援児童の就学における支援

43 社会的養育体制の充実 44 こどもの心のケア・発達の支援 45 障がい児福祉サービス事業所への通所支援

46 療育支援

47 窓口担当職員、相談員への研修の実施 48 保育・教育関係機関等への研修・啓発活動 49 専門職員の確保

50 関係機関によるネットワークの強化 51 関係部署との連携強化 52 児童館との連携

53 多世代交流プラザの機能の充実 54 民生委員・児童委員等との連携 55 他市町との連携強化

56 小牧市要保護児童対策地域協議会への進捗状況報告

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

【施策・事業名】 
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１．目標実現のための施策 

基本目標    児童虐待の未然防止・再発防止のための取組の推進  

 

 

 児童虐待は年々増加傾向にあります。これらは個人の尊厳を傷つけ、犯罪となる行為を含む

人権侵害です。家庭内で起きる児童虐待は、家庭という私的な関係の間で起き外部から発見さ

れにくい環境の中で、周囲の認識不足や被害者本人の気づきの遅れにより状況悪化を招くとい

った事態も見られるところです。 

 一方、地域住民の児童相談センターや市への児童虐待の通報により、未然に重大事件を防ぐ

ことができたケースも数多くあります。 

 児童虐待を防止するためには、市民の正しい理解と意識の高揚が必要です。そのために、あ

らゆる機会を活用し、正しい理解と防止に向けた意識啓発を推進します。 

 

No. 施策・事業名 SDGs 概 要 所管課等 

１ 

オレンジリボ

ンキャンペー

ン事業 

 

こどもへの虐待と女性への暴力は、こどもへの虐

待からＤＶが明らかになることや、その逆のケース

も多く、双方の事象には深い関係があります。１１

月の「児童虐待防止推進月間」と関連する「女性に

対する暴力をなくす運動期間」と協調して、職員の

オレンジリボン着用を行います。その他、年間を通

して様々な方法で啓発活動を推進していきます。 

子育て世代包括

支援センター 

２ 

児童生徒への

教育、啓発、

周知 

 

児童生徒は多感な年代であるため、きめ細かい配

慮を加えながら、その年代に応じて、思春期におけ

る体つきの変化や、性機能の成熟、性とどう向き合

うかについて学習機会を提供します。また、生と性

のカリキュラム推進事業において、命を大切にし、

あるがままの自分が価値ある存在であることを認め

（自己肯定感）、いきいきと生きる力を高めること

ができるよう推進していきます。 

保健センター 

学校教育課 

３ 
保護者への啓

発 

 

こどもの権利が守られる虐待のない社会を実現し

ていくためには、一人ひとりが意識を変えていく必

要があり、子育て中の保護者に対する支援も含めて

社会全体で取り組んでいきます。 

子育て世代包括

支援センター 

施策の展開 第４章 

１ 

施策の方向１ 児童虐待防止のための意識啓発 

（主な施策） 
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No. 施策・事業名 SDGs 概 要 所管課等 

４ 
安心相談窓口

の周知 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

思春期のこどもを対象に信頼できる相談機関を周

知するため、市内中学校において配布されているタ

ブレット内で「安心相談窓口」が確認できるように

設定し、周知していきます。 

保健センター  
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 子育て家庭が孤立することなく、一人で悩まず安心して子育てできるように、親子の交流や

情報提供の場を充実します。 

 児童虐待がこどもに与える深刻で長期に及び心身の傷の影響についての啓発をはじめ、親や

こどもがＳＯＳを出せる社会環境づくりなどの啓発や周知を推進することで、児童虐待の未然

防止につなげます。また、子育てやこどもに関する事業の実施においては、児童虐待の未然防

止・再発防止と早期発見を常に念頭におき実施し、児相虐待があった家庭に対する見守り体制

を整えます。 

 

No. 施策・事業名 SDGs 概 要 所管課等 

５ 
こまき妊娠Ｓ

ＯＳ 

 

思いがけない妊娠や望まない妊娠に悩む人が安心

して相談できる窓口です。悩んでいる人に寄り添

い、情報提供や関係機関との連携など様々な支援を

します。 

子育て世代包括

支援センター 

６ 

親子健康手帳

交付時におけ

る面接 

 

 

 

 

 

親子健康手帳交付時に全妊婦にアンケートを実施

し、保健師等による面接相談を通して、支援が必要

な妊婦（家庭）の早期発見及び支援を行います。 

子育て世代包括

支援センター 

７ 
すくすく子育

て応援事業 

 

妊娠中や出産後、子育て中の家庭に寄り添い、

様々な相談に対応することで、社会資源の情報提供

や育児不安の軽減に努めます。 

子育て世代包括

支援センター 

８ 
乳児家庭全戸

訪問 

 

助産師等専門職が生後４か月までの乳児のいるす

べての家庭を訪問し、親子の心身状況や養育環境等

の把握、助言を行い支援が必要な家庭に対して適切

なサービス提供に努めます。 

子育て世代包括

支援センター 

9 産後ケア事業 

 

産後ケアを希望する産婦とその乳児を対象に心身

のケアや育児サポートを行い、安心して子育てがで

きるよう支援します。 

子育て世代包括

支援センター 

10 
一時預かり事

業 

 

保護者の育児負担軽減のために、子育て世代包括

支援センターと各児童館において、児童を保護者か

ら一時的に預かり、保育を行います。 

子育て世代包括

支援センター 

多世代交流プラ

ザ 

 

 

 

施策の方向２ 児童虐待の未然防止・再発防止 

（主な施策） 
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No. 施策・事業名 SDGs 概 要 所管課等 

11 
1st アニバー

サリー事業 

 成長がめまぐるしく個人差が大きくなる 1 歳の節

目に子育て世代包括支援センター又は各児童館に親

子で来館し、子の成長を保護者と共に祝い育児相談

を実施します。 

また、後の施設利用につなげて継続的な育児支援

をします。 

子育て世代包括

支援センター 

12 
親子関係形成

支援事業 

 

児童との関わり方や子育てに悩みや不安を抱えて

いる保護者とその児童を対象に、講義やグループワ

ーク、ロールプレイ等を行い、情報の提供や相談、

助言と、保護者同士の情報交換ができる場を提供し

ます。 

子育て世代包括

支援センター 

13 
子育て世帯訪

問支援事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家事、育児等に対して不安や負担を抱える子育て

家庭又は若年妊婦、ヤングケアラー等がいる家庭を

訪問支援員が訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾

聴するとともに、家事、育児等の支援を実施するこ

とにより、家庭環境及び養育環境の整備と、虐待リ

スクの低減を図ります。 

子育て世代包括

支援センター 

14 

子育て短期支

援事業（ショ

ートステイ事

業） 

 

保護者の出産や病気などの理由により家庭での養

育が一時的に困難になった児童を乳児院や児童養護

施設などで預かります。 

子育て世代包括

支援センター 

15 
地域子育て支

援拠点事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育て世代包括支援センターの子育て支援室で

は、親子の相互の交流を行う場を提供し、保育士、

保健師、助産師が子育てについての相談、情報の提

供、助言その他の支援を行います。 

また、身近な児童館の子育て支援室においても、

子育てに関する情報提供や相談・親子の交流などの

推進を図ります。 

子育て世代包括

支援センター 

多世代交流プラ

ザ 
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No. 施策・事業名 SDGs 概 要 所管課等 

16 
移動子育て支

援事業 

 

支援を必要とする親子に対して、地域の会館に保

育士、助産師が出張し、子育てに関する情報提供や

相談・親子の交流などの推進を図ります。 

子育て世代包括

支援センター 

17 

子育て自主サ

ークルへの事

業支援 

 市民のニーズに応じて、子育て自主サークルへの

場所や情報の提供等の支援を行い、自主的な活動の

促進を図ります。 

子育て世代包括

支援センター 

18 乳幼児健診 

 

 

 

 

 

4 か月児健診・1 歳 6 か月児健診・2 歳 3 か月児歯

科健診・3 歳児健診・5 歳児健診を通し、疾病の早期

発見や発育・発達の確認、子育ての情報の提供や育

児不安の軽減に努めます。 

保健センター 

19 
未受診家庭へ

の受診勧奨 

 

 

 

 

 

各種健診の未受診家庭に対し、訪問等を行い、受

診勧奨及び当該家庭の養育状況の把握に努めます。 
保健センター 

20 

居住実態が把

握できない児

童の調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

乳幼児健康診査未受診等の対応により居住実態が

把握できない家庭については児童相談センターの関

与や児童手当、児童扶養手当等の受給状況の確認、

親族等への調査、対象家庭に外国籍の者がいる場合

は東京出入国在留管理局へ出入国記録等の照会を行

い当該家庭の実態把握に努めます。 

子育て世代包括

支援センター 

21 

保育所、児童

クラブ等にお

ける未然防止 

 

 

 

 

 

 

 

保育所、児童クラブ等では、児童虐待の定義を心

に留め、こどもの心身の状況や養育状態、保護者の

状況に気を配り、児童虐待の早期発見に努めます。 

併せて、児童対象性暴力等の未然防止・早期把握

に努めます。 

幼児教育・保育

課 

こども政策課 

多世代交流プラ

ザ 

22 
児童生徒の心

のケアの実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

スクールソーシャルワーカーや学校カウンセラー

の配置、心の教室相談員の配置等を通じ、児童生徒

が抱える様々な悩みごとへの相談、支援体制を充実

します。 

学校教育課 
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No. 施策・事業名 SDGs 概 要 所管課等 

23 

「家庭教育の

つどい」の開

催 

 

 

 

 

 

 

 

 

平日に開催される幼児期家庭教育学級や小中学校

ＰＴＡによる家庭教育推進事業に参加できない保護

者や子育て中の世帯を対象に、家庭教育に関する講

演会を実施します。 

学校教育課 

 

  



                

- 21 - 

 

基本目標    早期発見・早期支援の推進  

 

 

 児童虐待の発生予防や、早期発見による被害の深刻化防止に向けて、市民、民生委員・児童

委員、医療機関、学校や保育所等の児童虐待の発生を感知しうる機関等に対して、相談窓口に

ついて周知し、迅速な連絡、対応を行うことができる体制を整備します。 

 

No. 施策・事業名 SDGs 概 要 所管課等 

24 

広報・ホーム

ページによる

窓口紹介 

 

広報紙等で相談場所等を周知する際には、加害者

にも情報が伝わることを念頭に置き、被害者、支援

者、相談員の安全に配慮して掲載します。 

子育て世代包括

支援センター 

25 
虐待通告窓口

の周知 
 

市民や関係機関に対し、市や児童相談センターの

相談窓口のほか、24 時間 365 日対応する児童相談セ

ンター全国共通 3桁ダイヤル 189（いちはやく）の周

知を行います。 

子育て世代包括

支援センター 

26 

要保護児童対

策地域協議会

の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

小牧市要保護児童対策地域協議会における児童虐

待・ＤＶに関する情報交換や事例検討等を行うこと

により、関係機関同士の相互理解を促進し、ネット

ワークの強化を図ります。 

子育て世代包括

支援センター 

27 
医療機関等と

の連携 

 

 

 

 

 

 

医療機関等の情報から被害の可能性のある要保護

児童、養育支援を必要とする家庭を発見し、早期支

援に繋げます。 

保健センター 

子育て世代包括

支援センター 

 

  

２ 

施策の方向１ 早期発見・早期対応のための体制整備 

（主な施策） 
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 妊娠期から出産後の乳幼児期、学童期、思春期に至るまでのあらゆる子育てに関する相談の

ワンストップ窓口として、子育て世代包括支援センターの機能を強化します。 

 

No. 施策・事業名 SDGs 概 要 所管課等 

28 
こども家庭セ

ンターの運営 

 

こども家庭センターの要件を満たした子育て世代

包括支援センターを設置し、母子保健と児童福祉の

両方に関する支援を統括する統括支援員を配置し、

包括的な支援を行います。（1 ページの図を参照） 

市内に所在するこどもとその家庭を対象に、実情

の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関

との連絡調整、その他の必要な支援に努めます。 

また、児童虐待相談を受けて対応したケースのう

ち多くは、施設入所等の措置をとるに至らず在宅支

援となっており、その後に重篤な虐待事例が生じる

場合が少なくないため、小牧市要保護児童対策地域

協議会を中心として、運営方法や関係機関との連

携、協働のあり方などを協議しながら適切な運営を

行います。 

子育て世代包括

支援センター 

29 
家庭児童相談

事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 歳未満の児童に関するあらゆる問題について、

家庭児童相談員が相談に応じ、実態調査・在宅指

導・助言等を行います。 

子育て世代包括

支援センター 

30 
ヤングケアラ

ー相談 

 

家族の介護その他日常生活上の世話を過度に行っ

ているこども・若者（ヤングケアラー）を適切な支

援につなげるため、実態把握と情報提供を行うとと

もに、ヤングケアラー・コーディネーターを配置し

て、本人や周りの大人からの相談に応じ、必要な制

度の利用に係る支援等を行います。 

子育て世代包括

支援センター 

31 

ひとり親家庭

相談員による

相談・情報提

供機能の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

母子家庭や父子家庭の生活自立のための相談・情

報提供の充実を図るとともに、ひとり親家庭相談員

等と連携し、児童の支援に対応します。 

また、生活の自立に向け、行政手続の同行支援、

住宅確保の支援、就労支援、必要な福祉制度の利用

に係る支援等、様々な支援を行います。 

子育て世代包括

支援センター 

施策の方向２ 子育て世代包括支援センターの機能強化 

（主な施策） 
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児童虐待による緊急時の対応においては、一時保護などによる安全確保が迅速に行えるよ

う、関係機関との連携をより緊密にするなど、連携体制の強化に努めます。 

 

No. 施策・事業名 SDGs 概 要 所管課等 

32 

一時保護にお

ける関係機関

との連携 

 

 

 

 

 

 

 

 

被害者とそのこどもの視点に立ち、一時保護が必

要な状況が生じた場合、関係機関や児童相談センタ

ーと連携し迅速に対応します。 

子育て世代包括

支援センター 

33 

児童虐待対応

機関における

連携体制の強

化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＤＶによりこどもや親等に深刻な被害が及ぶ場合

があることから、ＤＶ、児童虐待関係部署・機関の

迅速で効果的な連携体制を強化します。 

子育て世代包括

支援センター 

34 警察との連携 

 

警察との連携協力を得て加害者への対応、緊急時

の対応など、被害者の安全に十分配慮し対応しま

す。 

子育て世代包括

支援センター 

  

施策の方向３ 被害者の緊急時等の安全確保・一時保護に向けての関係機関との連携 

（主な施策） 
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基本目標    相談体制、専門的支援の充実  

 

 

 多様化、複雑化する相談内容に対応するため、相談体制の充実及び相談員のさらなる相談支

援の知識やスキルの向上を図ります。 

 また、障がい者、外国人には、必要な情報が届きにくく、社会の中で孤立してしまう人たち

もいます。保護者が孤立化し、精神的に追い込まれることを未然に防止するため、国籍、障が

いの有無に関わらず、誰もが分かりやくす的確な情報を得られ、必要な支援につながるよう相

談事業の充実に努めます。 

 

No. 施策・事業名 SDGs 概 要 所管課等 

35 

スクールソー

シャルワーカ

ーによる相談

事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

見えにくい貧困の問題を発見し、早期に福祉制度

につなげ家庭支援に結びつけるため、学校と福祉関

係機関との連絡調整役であるスクールソーシャルワ

ーカーを配置します。巡回等により面接相談を行

い、必要な支援に円滑につなげます。 

学校教育課 

36 法律相談 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活の中で生じる諸問題や悩みごとについて、法

的な問題を伴う相談は、弁護士の法律相談につなぎ

ます。 

また、虐待などこどもの人権に関する問題全般に

ついて、愛知県弁護士会のこどもの人権相談につな

ぎます。 

市民安全課 

子育て世代包括

支援センター 

37 
外国人に対す

る相談・支援 

 

日本語に不慣れな外国人市民に対し、多言語によ

る相談や、情報提供を行います。また、小牧市国際

交流協会などと連携し、地域における交流促進をし

ます。 

多文化共生推進

室 

38 
障がい児相談

支援 

 

障がい児やその家族からの相談に応じ、必要な情

報の提供、助言、障がい福祉サービスの利用援助等

の支援を行います。また、定期的にラピオで出張相

談を行います。 

障がい福祉課 

 

  

３ 

施策の方向１ 相談支援体制の充実 

（主な施策） 
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No. 施策・事業名 SDGs 概 要 所管課等 

39 
利用者支援事

業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育て家庭や妊産婦が、教育・保育施設や地域こ

ども・子育て支援事業、保健・医療・福祉等の関係

機関を円滑に利用できるように、相談や情報提供、

助言等必要な支援を行うとともに、関係機関との連

絡調整、連携・協働の体制づくり等を行います。 

子育て世代包括

支援センター 

40 養育支援訪問 

 

育児不安等の理由により、専門的支援が必要な妊

産婦や新生児・乳児をもつ保護者に対し、助産師に

よる家庭訪問を行います。 

子育て世代包括

支援センター 
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 教育・保育関係機関や学校等と連携し、被害者のこどもが安心して生活を送ることができる

よう支援します。 

 また、被害者のこどもの心のケアや発達の支援を実施し、こどもの心身の回復に努めるとと

もに、社会的養育体制の充実を図ります。 
 

No. 施策・事業名 SDGs 概 要 所管課等 

41 

保育所、認定

こども園等に

おける支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育所等への入所を希望する時の手続等の支援、

優先入所への配慮、入所後の児童のケアを行いま

す。 

幼児教育・保育

課 

42 

要支援児童の

就学における

支援 

 

転校に関する手続において、転出前、転出後の関

係機関と連携を取りながら、被害者、こどもへの適

切な支援を実施します。また、学校等が現場でどの

ように対応していけばよいか、こどもへの精神的な

影響（二次的な被害）も含め、年代に応じたよりよ

いサポートを行います。 

学校教育課 

43 
社会的養育体

制の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保護者がいない、保護者が養育することができな

い、虐待を受けたりなどの様々な理由により、保護

者と一緒に暮らせない児童に対して、児童相談セン

ター・関係機関との連携による保護・措置や地域で

の見守り体制を強化するとともに、家庭養護の拡充

に向けた里親制度等のＰＲや里親への相談支援を行

います。 

子育て世代包括

支援センター 

44 

こどもの心の

ケア・発達の

支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

こどもの心身の回復のため、家庭相談員や保健師

による相談、青少年相談で面接、訪問等による支援

を行うとともに、必要に応じて児童相談センター、

保健所と連携し、心のケアや発達に関する悩みに対

応します。 

子育て世代包括

支援センター 

こども政策課 

保健センター 

45 

障がい児福祉

サービス事業

所への通所支

援 

 

未就学の障がい児等には、日常生活における基本

的な動作の指導や集団生活への適応訓練などを行う

児童発達支援、就学している障がい児等には、生活

能力向上のための訓練などを行う放課後等デイサー

ビス事業の利用について支援します。 

障がい福祉課 

施策の方向２ こどもに対する支援 

（主な施策） 
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No. 施策・事業名 SDGs 概 要 所管課等 

46 療育支援 

 小牧市ふれあいの家あさひ学園等において、育ち

に不安がある就学前児童とその保護者を対象に療育

支援を行います。 

障がい福祉課 
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 被害者の支援に関わる職員の意識の向上や知識・支援スキルの向上に向けた研修を行うとと

もに、専門職員の確保と中・長期的な人材育成の仕組みを構築し、職員の人材育成を着実に推

進します。 
 
 

No. 施策・事業名 SDGs 概 要 所管課等 

47 

窓 口 担 当 職

員、相談員へ

の研修の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被害者相談には相談のための基礎的な知識、経験

が必要であることから、質の高い支援ができるよう

被害者と接する職員の研修を実施していきます。 

子育て世代包括

支援センター 

関係各課 

48 

保育・教育関

係機関等への

研修・啓発活

動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育所、児童クラブ、小中学校等に研修を行うと

ともに、「かんたんマニュアル」を配布し、児童虐

待の理解と早期発見、早期対応へ繋げていく啓発活

動をします。 

子育て世代包括

支援センター 

関係各課 

49 
専門職員の確

保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

専門性を発揮することにより、多様化・複雑化し

ている支援ニーズに対して、的確なアセスメントに

基づく一貫性・継続性のある支援を提供することが

できるため、専門職員を確保します。 

子育て世代包括

支援センター 

  

施策の方向３ 人材育成の推進 

（主な施策） 
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基本目標    推進体制の強化  

 

 

 児童虐待の被害は、複雑・多様化しており、関係機関のさらなる連携による対策の強化が求

められています。関係機関との間で情報や課題を共有し、相談、早期発見・対応、被害者の保

護まで切れ目のない対応を実現するとともに、児童虐待の防止に向け、地域全体で取り組む体

制を強化していきます。 

 また、児童虐待の被害者等が安心して支援を受けられるよう、定期的に関係部署が情報交換

を実施し、切れ目のない円滑な支援に向けた連携体制を構築します。 
 

No. 施策・事業名 SDGs 概 要 所管課等 

50 

関係機関によ

るネットワー

クの強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童福祉機関、保健機関、医療機関、教育機関、警

察、司法機関、女性保護関係機関、民間団体等の連携

を強化します。 

子育て世代包括

支援センター 

51 
関係部署との

連携強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育て世代包括支援センターの支援体制を強化しま

す。 

児童虐待による被害者の精神的・身体的不安に配慮

し、ワンストップ相談あるいは庁内関係課から相談窓

口へ円滑な引き継ぎによる迅速な対応を行います。 

また、被害者の情報が加害者に漏えいしないよう、

情報の厳正な管理を行います。 

子育て世代包括

支援センター 

関係各課 

52 
児童館との連

携 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童館に保育士等を配置し、乳幼児や児童のいる子

育て中の親子の交流や育児相談、情報提供等を行いま

す。 

また、居場所づくりとして、こども食堂の取組を支

援します。 

多世代交流プラ

ザ 

各児童館 

 

 

 

 

４ 

施策の方向１ 他関係機関との連携強化 

（主な施策） 
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No. 施策・事業名 SDGs 概 要 所管課等 

53 

多世代交流プ

ラザの機能の

充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多世代交流プラザのこども未来館を中核として、子

育て世代包括支援センター、まなび創造館、えほん図

書館、市民交流テラスの５つの施設が、こどもを中心

に年齢、性別にかかわりなくあらゆる世代が繋がり、

交流できる子育て支援の拠点機能を生かして児童虐待

防止の啓発や早期対応に努めます。 

多世代交流プラ

ザ 

54 

民生委員・児

童委員等との

連携 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民生委員・児童委員については、民生委員・児童委

員連絡協議会を通じた児童虐待の啓発資料提供のほ

か、その基本的知識習得のための研修を実施します。 

また、地域における未然防止や早期発見、見守り等

を推進します。 

福祉総務課 

子育て世代包括

支援センター 

55 
他市町との連

携強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被害者が他市町に避難する場合には、安心した生活

が送れるよう、転出先の相談員や児童福祉担当課、生

活保護担当課等と連携し、円滑に支援が受けられるよ

うにします。 

子育て世代包括

支援センター 
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 この計画の進捗状況を管理するため、毎年度、小牧市要保護児童対策地域協議会に状況報告

し、結果を公表します。また、取組の方向性や内容については、必要に応じて見直し、改善し

ていきます。 

 

No. 施策・事業名 SDGs 概 要 所管課等 

56 

小牧市要保護

児童対策地域

協議会への進

捗状況報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画の進捗状況について、小牧市要保護児童対策

地域協議会に報告し、結果を公表します。 

子育て世代包括

支援センター 

  

施策の方向２ 計画の進捗管理 

（主な施策） 
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２．活動・成果指標 

 令和１２年度に向けた成果目標は以下の通りです。 

 

基本目標 事業名 活動指標（参考指標） 
Ｒ６年度 Ｒ１１年度 

基準値 目指す方向 

 

１  

８ 乳児家庭全戸訪問 

助産師等専門職が、生後４

か月までの乳児のいるすべ

ての家庭を訪問し、親子の

心身状況や養育環境等の把

握、助言を行い支援が必要

な家庭に対して適切なサー

ビス提供する。 
（令和 6 年度までは、保健連絡員

等による赤ちゃん訪問で対応。） 

実施率 

61.7％ 

 

11 1st アニバーサリ 

 ー事業 

子育て世代包括支援センタ

ー又は各児童館と保護者が

共に 1 歳の誕生日を祝い育

児相談を実施する。 

実施率 

83.7％ 

 

15 地域子育て支援拠 

点事業 

子育て世代包括支援センタ

ー、児童館の子育て支援室

による相談を実施する。 

来所人数 

106，440 人 

相談件数 

1,527 件 

 

 

２  

28 こども家庭センタ 

ーの運営 

子育て世代包括支援センタ

ーによる家庭・児童への包

括的相談支援体制の充実 

 

合同サポー

トプラン 

策定件数  

17 件 

― 

 

３  

   

39 利用者支援事業 

妊婦・産婦、こども及び保

護者等の選択に基づき、子

育て支援サービスが円滑に

利用できるよう必要な支援

を行う。 

相談件数 

2,080 件 

 

40 養育支援訪問 

育児不安等の理由により、

専門的支援が必要な保護者

に対し、助産師による家庭

訪問を行う。 

訪問件数 

243 件 
― 

47 窓口担当職員、 

相談員への研修の 

実施 

 

48 保育・教育関係機 

関等への研修・啓 

発活動 

保育所、児童クラブ、小中

学校等に研修を行うととも

に、「かんたんマニュア

ル」を配布し、児童虐待の

理解と早期発見、早期対応

へ繋げていく啓発活動を行

う。 

説明及び研修

の実施回数 

25 件 

 

 児童虐待の 

未然防止・

再発防止の 

ための取組 

の推進 

 早期発見・

早期支援の 

推進 

 相談体制、

専門的支援

の充実 
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４  

50 関係機関による 

ネットワーク強化 

小牧市要保護児童対策地域

協議会関係機関との情報提

供・連携を実施し、こども

家庭総合支援拠点の支援体

制を強化する。 

実務者会 

年 12 回 
(実務者会 

対応件数 

1,000 件) 

 

56 小牧市要保護児童 

対策地域協議会へ 

の進捗状況報告 

小牧市要保護児童対策地域

協議会の適正運営に基づく

基本計画の進捗管理 

協議会 

年 1 回 

基本計画見直

し 

 推進体制の 

 強化 
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１．計画の推進体制 

 計画の推進にあたっては、行政児童福祉機関、保健医療機関、学校、幼稚園等、警察・司法

機関、婦人保護関係機関、民生委員・児童委員、民間団体などの協力、連携が不可欠です。 

 各機関、団体等の役割を互いに理解し合い、強固に連携して計画を推進します。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２．計画の点検・評価 

 計画の推進にあたっては、各年度において計画に基づく施策の実施状況を把握・点検し、そ

の結果をその後の対策の実施や計画の見直し等に反映させていくことが必要です。 

 本計画では、関係各課等が協力して施策・事業に関する計画の実施状況の評価を行うととも

に、ＰＤＣＡサイクル（計画‐実施‐評価‐改善検討）の実践による効果的な行政運営を目指

します。 

 また、計画の推進には関係機関との連携が不可欠であり、「小牧市要保護児童対策地域協議

会」において計画の進捗状況について点検・評価を行い、関係機関との連携のもと計画を推進

します。 

 

 

計画の実現に向けて 第５章 

 

行 政 

児童福祉 

機関 

家庭 学 校 

ＮＰＯ法人 

民間団体 

保健医療 

機関 

民生委員 

児童委員 

警察・司法 

機関 

幼稚園 

保育園（所） 

認定こども園 

婦人保護 

関係機関 
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小牧市こども未来部 

子育て世代包括支援センター  

 TEL ：0568-71-8611 

 MAIL：k-neuvola@city.komaki.lg.jp 


